
第 1 号様式（第９条関係） 

条 例 見 直 し 調 書  

 作成年度 令和元年度 次回見直し予定 令和６年度 

条 例 名 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例 

条 例 番 号 平成 20 年神奈川県条例第 46 号 法 規 集 第 10 編第１章 

所 管 室 課 中小企業支援課 

条 例 の 概 要 中小企業の振興について、基本理念を定め、並びに県、中小企業者、中小企

業に関する団体、大企業者、大学等及び県民の責務を明らかにするとともに、

中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めている。 

検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討 

視  点 検  討  内  容 備   考 

必要性 

 

中小企業の振興は、国や市町村との役割分担を図りつつ、

県として取り組むべき重要な課題であり、本条例により、県

が計画的に施策の推進に取り組むことに加えて、中小企業者、

中小企業に関する団体、市町村など様々な主体の連携・協働

を促進することで、小規模企業の事業の持続的な発展をはじ

めとする中小企業活性化の取組の効果がより高まるものであ

り、本条例は、現在においても必要である。 

 

有効性 中小企業の振興に関する施策が、総合的かつ計画的に推進

されており、本条例は有効である。特に、小規模企業が地域

住民の生活の向上並びに地域における経済の安定及び発展に

寄与する重要な意義を有する存在であることに鑑み、その活

力が最大限に発揮され、その事業の持続的な発展が図られる

よう配慮している。 

 

効率性 本条例では、県民、中小企業者その他の関係者や、学識経

験者等によって構成される「神奈川県中小企業・小規模企業

活性化推進審議会」の意見を聴いた上で「中小企業・小規模

企業活性化推進計画」を定め、施策の実施状況を検証し、そ

の結果を施策に反映させることとしている。これにより、中

小企業の振興に関する施策が、効果的・効率的に推進されて

いる。 

 

基本方針適

合性 

本条例に基づく施策は、「かながわグランドデザイン 実施

計画」の主要施策の政策分野Ⅲ「産業・労働」の施策体系に

適合している。 

かながわグラ

ンドデザイン

実施計画 主要

施策・計画推進

編 Ⅲ 産業・労

働 

適法性 本条例は、中小企業基本法及び小規模企業振興基本法の基

本理念に則り、法に定められた地方公共団体の責務として施

策を策定し、実施するために定めたものであり、憲法、法令

に抵触するものではない。 

 

その他   

見

直

し

結

果 

１ 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 

２ 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 

３ 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 

４ 改正及び運用の改善等を検討する。 

５ 廃止を検討する。 

理 由 等 

現行条例の運用上の課題は見受けられ

ず、現時点では改正・廃止及び運用の改

善等の必要はない。 

現在でも

必要な条

例か。 

現行の内

容で課題

が解決で

きるか。 

現行の内

容で効率

的といえ

るか。 

県政の基

本的な方

針に適合

している

か。 

憲法、法令

に抵触し

ないか。 


